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      提 案 理 由 

 

 組織機構の見直しに伴い、関係条例の整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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組織機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（入間市総合計画審議会条例の一部改正） 

第１条 入間市総合計画審議会条例（昭和４３年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「企画部企画課政策推進室」を「企画部企画課」に改める。 

（ジョンソン基地跡地利用計画審議会条例の一部改正） 

第２条 ジョンソン基地跡地利用計画審議会条例（昭和５５年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第７条中「企画部企画課政策推進室」を「企画部企画課」に改める。 

 （入間市行政改革推進委員会条例の一部改正） 

第３条 入間市行政改革推進委員会条例（昭和６０年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

  第７条中「企画部企画課」を「企画部デジタル行政推進課」に改める。 

（入間市男女共同参画推進センター条例の一部改正） 
第４条 入間市男女共同参画推進センター条例（平成１５年条例第３３号）の一部を次のよ

うに改正する。 
  別表中「、展示交流室」を削る。 

（入間市消費生活センター条例の一部改正） 

第５条 入間市消費生活センター条例（平成２８年条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条中「入間市豊岡一丁目１６番１号」を「入間市豊岡四丁目２番２号」に改める。 

（入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会条例の一部改正） 

第６条 入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会条例（平成２６

年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「健康推進部介護保険課」を「福祉部高齢者支援課」に改める。 

（入間市環境審議会条例の一部改正） 

第７条 入間市環境審議会条例（平成９年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「環境経済部環境課」を「環境経済部エコ・クリーン政策課」に改める。 

（入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例の一部改正） 
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第８条 入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例（平成１６

年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第２９条中「環境経済部環境課」を「環境経済部生活環境課」に改める。 

（入間市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部改正） 

第９条 入間市ラブホテルの建築規制に関する条例（昭和６０年条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

  第１５条中「環境経済部環境課」を「環境経済部生活環境課」に改める。 

 （入間市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正） 

第１０条 入間市廃棄物減量等推進審議会条例（昭和４９年条例第５１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条中「環境経済部総合クリーンセンター」を「環境経済部エコ・クリーン政策課」

に改める。 

（入間市空家等対策協議会条例の一部改正） 

第１１条 入間市空家等対策協議会条例（平成３０年条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

  第９条中「危機管理課」を「都市整備部都市計画課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


